
鳥取県と島根県の消防防災ヘリコプター 

運航不能期間等における相互応援協定 

 

 （趣旨） 

第１条 この協定は、鳥取県（以下「甲」という。）及び島根県（以下「乙」という。）

の相互間における、消防防災ヘリコプター（以下「ヘリ」という。）を使用した消防防

災業務に関する相互応援について必要な事項を定めることを目的とする。 

 （応援要請） 

第２条 この協定に基づく応援要請は、甲又は乙がそれぞれ保有するヘリのいずれか一方

が耐空検査及び整備等により運航不能の場合又は他の用務のために出動できない場合で

あって、「大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱」（昭和６１年５月３

０日付消防救第６１号消防庁次長通知）の対象となる場合を除くヘリの出動を必要とし

た県（以下「要請側」という。）が、相手方に対して行うものとする。 

 （応援） 

第３条 前条による応援要請を受けた県（以下「応援側」という。）は、所掌業務又は気

象状況等により飛行に支障がある場合を除き応援に努めるものとする。 

 （応援活動の位置付け） 

第４条 応援活動の内容が救急搬送等消防の業務である場合には、応援のため出動したヘ

リの航空隊に隊員を派遣した市町村、消防の一部事務組合及び消防を含む一部事務組合

（以下「市町村等」という。）と応援を受けた市町村等の間で消防組織法（昭和２２年

法律第２２６号）第２１条第１項による応援活動があったものとみなす。 

 （応援要請の手続） 

第５条 応援要請の手続については別に定める。 

 （応援活動の中断） 

第６条 応援側の都合でヘリを復帰させるべき特別な事態が生じた場合は、応援側の長は

要請側の長と協議のうえ、応援活動を中断することができる。 

 （応援活動の始期及び終期） 

第７条 この協定に基づく応援活動は、応援要請を受けてヘリが基地を出発したときから

始まり、基地に帰着したときに終了するものとする。ただし、ヘリが基地以外の場所に

あるときに、飛行目的を変更して応援に出動すべき命令があったときは、そのときから

この協定に基づく応援活動は始まるものとする。 

２ 前条の規定により応援活動が中断され、復帰すべき命令があったときは、そのときを

もってこの協定による応援活動は終了するものとする。 

 （応援のため出動したヘリの指揮） 

第８条 応援のため出動したヘリの指揮は、要請側の長の定める現場の最高指揮者が行う

ものとする。ただし、応援活動の内容が第４条に該当する場合の指揮は、応援を受けた



市町村等の定める現場の最高指揮者が行うものとする。 

２ 当該ヘリに搭乗している指揮者は、活動に当たって前項に規定する現場の最高指揮者

と緊密な連絡をとるものとする。 

 （経費の負担） 

第９条 応援に要する隊員の給料、手当及び旅費並びにヘリの燃料費及び消耗品費等の経

常経費は、応援側の負担とする。 

２ 応援中に発生した事故の処理に要する経費のうち、次の各号に掲げるものは、要請側

の負担とする。ただし、応援側の重大な過失により発生した損害は、応援側の負担とす

る。 

 （１）土地、建物、工作物等に対する補償費 

 （２）出動したヘリの損傷に対する諸経費 

 （３）一般人の死傷に伴う損害賠償に要する諸経費 

３ 前項に定める要請側の負担額は、応援側の加入する航空保険により支払われる金額を

控除した金額とする。 

４ 前三項に定めるもの以外に要した経費の負担については、その都度協議し定めるもの

とする。 

 （耐空検査等の調整） 

第１０条 甲及び乙は、耐空検査等について相互に連絡し、点検スケジュールを調整する

よう努力するものとする。 

 （情報交換） 

第１１条 甲及び乙は相互に域内の臨時離着陸場等について情報交換を行い、応援活動が

円滑に行えるよう日頃から努めるものとする。 

 （その他） 

第１２条 この協定に関して疑義又は定めのない事項が生じたときは、甲乙協議してこれ

を定めるものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙両者記名押印のうえ、各自

１通を保有する。 

 

平成１２年１０月２４日 

 

                      甲    鳥取県 

              鳥取県知事  片 山 善 博 

 

                      乙    島根県 

島根県知事  澄 田 信 義 


